
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 

     にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎 

定  款 
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特定非営利活動法人にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎定款 

 

第 1章  総  則 

（名称） 

第1条 この法人は、特定非営利活動法人にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎と称する。 

2 この法人の英文名は、BANSO‐SHAと表示する。 

3 この法人の略称は、伴走舎とする。 

（事務所） 

第 2条 この法人は、事務所を新潟県新潟市におく。 

（目的） 

第 3 条 この法人は不登校やひきこもり・ニートなどの当事者や保護者のために、彼らが社会参加で

きるような環境を、共に歩み見つけ出していくことにより、以って社会そのものの理解と意識変革に貢

献することを目的とする。 

（特定非営利活動の種類） 

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動 

(2) まちづくりの推進を図る活動     

(3) 子どもの健全育成を図る活動      

(4)職業能力の開発又は雇用機会の均等の拡充を支援する活動 

(5)(1) ～(4)の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

（事業） 

第 5条 この法人は、第 3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

①特定非営利に関わる事業 

（1）相談支援事業 （面接・電話・郵便・メールによる相談) 

（2）訪問支援事業 （支援者の家族や施設への訪問、コーディネート） 

（3）自立支援事業 （当事者の社会参加に結びつくような各種事業、居場所運営等） 

（4）保護者支援事業（保護者セミナー、家族療法の実施） 

（5）人材養成事業 （相談、訪問支援事業の人材を養成するための講座の実施） 

（6）普及啓発事業 （会報発行、シンポジウムなど幅広い広報的事業） 

（7）第 3条の目的を達成するために必要な事業 

②その他の事業 

（1）出版業    （不登校・ひきこもり・ニートなど当事者の声を反映した出版物の刊行） 

（2）サービス業  （自立支援の一環としての業態開発） 

（3）小売業    （自立支援の一環としての業態開発） 

２ 前項第 2号に掲げる事業は、同項第 1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は

同項第 1号に掲げる事業に充てるものとする。 

第2章 会  員 

（会員の種別） 

第 6 条 この法人の会員は次の３通りとし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」とい

う）上の社員とする。ただし、人格なき社団が社員となる場合には、その団体名をもって法上の社員と

する。 

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人、又は団体で、総会における議決権を有するも

の（正会員の種別を支援会員、利用会員、学生会員の３通りとし、会員種別の定義は別に定める）  

(2)情報会員  この法人の活動情報を得るため入会した個人、又は団体で総会における議決権を有し

ないもの 

(3)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、又は団体で、総会における議決権を有しな

いもの 

2 この定款に定める以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。 

（入会） 

第 7条 正会員のうち支援会員となるものはおおむね年令１８才以上とする。 

２ この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。 

３ 代表理事は、前項の申込者が第 3 条に定めるこの法人の目的に賛同するものであると認めるとき
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は、これを拒否する正当な理由のない限り入会を承諾するものとする。 

４ 代表理事は、第 1 項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに書面をもって本人にその旨を

通知しなければならない。 

（入会金及び会費） 

第 8条 会員は、理事会の議決を経て別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

（退会） 

第 9 条 会員で退会しようとするものは、別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会するこ

とができる。 

2 会員は、次のいずれかに該当するときには、理事会の議決を経て退会したものとみなすことができ

る。 

(1) 本人が死亡又は失踪宣告を受けたとき 

(2) 会員である団体が解散したとき 

(3) 破産宣告を受けたとき 

(4)会費を１年以上にわたって納入しないとき 

（除名） 

第 10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、

理事会の議決を経て除名することができる。 

(1) この法人の名誉を著しく傷つけるか、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき 

(2) この法人の定款又は規定に違反したとき 

（拠出金品の不返還） 

第 11条 既納の会費その他拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。 

 

 

第3章 役  員 

（種別および定数） 

第 12条 この法人に次の役員をおく。 

(1) 理事 ５名以上１５名以内 

(2) 監事 １名以上 3名以内 

2 理事のうち、１名を代表理事とし、必要なときに理事会の議決を経て４名以内の副代表理事をおく

ことができる。 

3 理事のうち若干名の常務理事をおくことができる。 

4 理事は、正会員（法人又は団体にあっては、その代表者又は役職員）の中から総会で選任する。 

5 代表理事、副代表理事、常務理事は理事会において互選する。 

6 監事は総会で選任する。 

7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。 

（職務） 

第 13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統轄する。 

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表

理事のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および総会又は理事会の議決に基づいて、この法人の

業務を執行する。 

4 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること 

(2) この法人の財産の状況を監査すること 

(3) 前 2 号の規定による監査の結果、不正の行為又は法令もしくはこの定款に違反する重大な事実が

あることを発見したときには、これを総会又は所轄庁に報告すること 

(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること 

(5) 理事の業務執行又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること 

（任期） 

第 14条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

2 欠員の補充又は増員による任期途中からの役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または

他の現任者の残任期間とする。 
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3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、第 12 条に定める最小の役員数を欠く場合には、後

任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。 

4 後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長

する。 

5 理事又は監事のうち、その定款の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけ

ればならない。 

（解任） 

第 15条 役員が次のいずれかに該当するときは、その役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会に

おいて正会員総数の２分の１以上の議決を経て解任することができる。 

(1) 職務の執行に堪えないと認められるとき 

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき 

（報酬） 

第 16条 役員は、その総数の 3分の 1以内の範囲で報酬を受けることができる。 

2  報酬の額は、総会の議決を経て定める。 

3  役員には、費用を弁償することができる。 

 

第4章 会 議 

（種別） 

第 17条 会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。 

（構成） 

第 18条 総会は、正会員をもって構成する。 

2 理事会は、理事をもって構成する。 

3 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。 

（権能） 

第 19条 総会は、法およびこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(1)事業計画および収支予算 

(2)役員の選任、解任 

(3)定款の変更 

(4)合併 

(5)解散 

(6)解散した場合の残余財産の処分 

(7)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項 

2 理事会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。 

(1)総会に付すべき事項 

(2)その他法人の運営に関する必要な事項 

（開催） 

第 20条 通常総会は、毎年１回、毎事業年度終了後６０日以内に開催する。 

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。 

(1) 理事会が必要と認めたとき 

(2) 正会員の２分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき 

(3) 第 1３条第 5項第 4号の規定に基づき、監事が招集したとき 

3 理事会は、年４回以上必要なときに開催する。 

（招集） 

第 21条 総会および理事会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、代表理事が招集する。 

2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面

またはファックス、電子メールをもって、通知を、開会日の１４日前までに発して行わなければならな

い。 

3 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書

面またはファックス、電子メールをもって、通知を、開会日の７日前までに発して行わなければならな

い。ただし、議事が緊急を要する場合においては、この限りではない。 

4 前条第 2項の請求があった場合は、代表理事は速やかに会議を招集しなければならない。 

（定足数） 



 4 

第 22条 総会は、正会員の過半数、理事会は理事の２分の１以上の出席をもって成立する。 

 

（議長） 

第 23条 会議の議長は、代表理事の指名する役員がそれにあたる。 

（議決） 

第 24条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

2 総会における正会員の議決権は、会費の口数にかかわらず 1会員 1票とする。 

3 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の２分の１をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

4 理事の議決権は、平等なものとする。 

5 総会および理事会の議決について特別の利害関係を有する正会員又は理事は、その議事の議決に加

わることはできない。 

（書面表決等） 

第 25条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面またはファックス、

電子メールをもって表決し、又は出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。 

2 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面またはファックス、電子メ

ールをもって表決することができる。 

3 前各号の場合において、当該正会員又は理事は、第 22 条および前条の適用については出席したも

のとみなす。 

（書面等による議決） 

第 26条 代表理事は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面またはファックス、

電子メールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。 

（議事録） 

第 27条 総会および理事会の議長は、総会および理事会の議事について議事録を作成し、議長および

出席した正会員又は理事のうちその会議において選任された議事録署名人 2 名以上が署名又は記名押

印し、これを保存しなければならない。 

 

第5章 資産および会計 

（資産および経費の支弁） 

第 28条 この法人の資産は、次の各号をもって構成し、経費はこれらをもって支弁する。 

(1) 会費 

(2) 寄付金品 

(3) 事業に伴う収入 

(4) 資産から生じる収入 

(5) その他の収入 

（資産の管理） 

第 29条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。 

（事業年度） 

第 30条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（会計） 

第 31条 会計は、一般会計のほか、特別会計をおくことができる。 

（事業計画および収支予算） 

第 32条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に

理事会の議決を経なければならない。 

2 前項の規定による事業計画および収支予算は、その事業年度開始後最初の総会の議決を経なければ

ならない。 

3 理事会で事業計画および収支予算の変更が議決された場合は、その変更の方針にしたがって、理事

会終了後速やかに、代表理事が事業計画および収支予算を変更し、理事会の議決を経るものとする。た

だし、その場合、総会での再度の議決を必要としないものとする。 

4 代表理事は、前項の変更された事業計画および収支予算は、その事業年度終了後の総会に報告する

こととする。 
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5 この法人は、第 2 項の総会の議決を得るまでの間は、第 19 条第 1 項の規定に関わらず、本条第 1

項の理事会が議決した事業計画および収支予算をもって、事業を行うものとする。 

6 第 1項に規定した事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。 

（事業報告および収支決算） 

第 33条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書（以下「事業報告書等」と

いう。）は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経

た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。 

2 前項の議決を経た事業報告書等は、前事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けたもの

の名簿、社員のうち 10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後 3か月以内にこの法人の所轄庁に

提出しなければならない。 

 

第6章 事務局 

（事務局） 

第 34条 この法人に事務局をおく。 

2 事務局は、事務局長 1名および事務局員若干名をおく。 

3 事務局長および事務局員は、代表理事が任免する。 

（組織および運営） 

第 35条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。 

 

第7章 委員会等 

（委員会等） 

第 36条 この法人は、特定の事業の円滑な遂行を図るため、評議委員会および専門部会等（以下「委

員会等」という。）の委員会をおくことができる。 

2 委員会等は、その定められた事業について、調査・企画・運営・実施にあたる。 

3 委員会等に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。 

 

第8章 定款の変更 

（定款の変更） 

第 37 条 この定款は、総会において出席した正会員の２分の１以上の議決を経、かつ法第 25 条第 3

項に規定する軽微な事項に係わる定款の変更を除き所轄庁の認証を得なければ変更することができな

い。 

 

第9章 解散および合併 

（解散） 

第 38条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。 

(1) 総会の議決 

(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産 

(6) 所轄庁による認証の取消 

2 前項第 1号の規定に基づいて解散するときは、総会において出席した正会員総数の２分の１以上の

議決による。 

3 第 1項第 2号の規定に基づいて解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。 

（残余財産の帰属先） 

第 39 条 この法人が解散のときに有する財産は、総会において出席した正会員の２分の１以上をもっ

て決した、法第１１条第３項に掲げる者のうち、総会において決定した他団体等に譲渡するものとする。 

（合併） 

第 40 条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において出席した正会員の２分の１以

上の議決を得、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第10章 雑  則 
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（委任） 

第 41条 この定款の実施について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 

 

（公告） 

第 42条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。 

 

附 則 

1  この定款は、所轄庁の認証を得て登記した日（以下「成立日」という。）から施行する。 

 

2  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 

 

正会員（支援会員、利用会員）  入会金１，０００円 年会費   ２，０００円 

   （学生会員）       入会金    免除 年会費   １，０００円 

情報会員            入会金    免除 年会費   １，０００円 

賛助会員            入会金    免除 年会費 一口５，０００円で何口でも可 

 

3  この法人の設立当初の正会員における種別は以下のように定義する 

支援会員 当事者や保護者への支援及び会の運営に携わる者 

利用会員 当事者や保護者など支援を受ける者 

学生会員 支援会員及び利用会員の中で学生の資格を有する者 

 

4  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。その任期は、第 14条第 1項の規定にかかわ

らず、成立日から平成２２年度の事業年度終了後、最初の通常総会までとする。 

 

代表理事  市嶋 彰 

副代表理事 堀内一恵 

副代表理事 松田俊明  

副代表理事 長嶋信司 

理事    青木洋之 

理事    天城忠司 

理事    江口 歩 

理事    岸本達也 

理事    小松崎 明 

理事    斉藤まさ子 

理事    豊永輝子 

理事    鈴木貴之 

理事    松田俊明 

監事    池田泰秋 

監事    富澤佳恵 

 

5  この法人の設立年度の事業計画および収支予算は、第 19 条第 1 項第 1 号および第 32 条第 1 項の

規定にかかわらず、法人設立総会において決定する。 

 

6  この法人の設立当初の事業年度は、第 30条の規定にかかわらず、成立日から２２年３月３１日ま

でとする。 

 

 

 

 上記は原本と相違ありません。 

平成 27年  月  日 

特定非営利活動法人 にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎 

代表理事 長嶋 信司  印 


